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様式 

 

補助金等の創設に係る審査書 

 

補助金等名称        （仮称）瑞穂町高齢者・障害者通所施設従業員等の集中的ＰＣＲ検

査等費用助成事業の実施について 

担 当 部 署 福祉部高齢者福祉課 

担 当 者 名        臼井 孝安 

補助対象    

 町内の高齢者又は障がい者（児）が利用する下記の施設等で、東京都の検査費用等

補助事業を受けていないものが、令和３年３月１日から３月３１日までの間に従業員

等に実施するＰＣＲ検査等費用 

  ① 介護保険法に基づく介護給付・介護予防サービスを実施している 

  ② 介護保険法に基づく地域密着型サービスを実施している 

  ③ 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく高齢者向け住宅の提供をして 

いる 

  ④ 障害者総合支援法に基づく介護給付・訓練等給付サービスを実施している 

  ⑤ 児童福祉法に基づく障害児通所支援を実施している 

  ⑥ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づき施術を 

実施している 

  ⑦ 柔道整復師法に基づく施術を実施している 

  ⑧ その他、町長が新型コロナ感染拡大防止対策のために必要と認めるもの 

規 程 等 （仮称））瑞穂町高齢者・障害者通所施設従業員等の集中的ＰＣＲ検査等費 

用助成事業実施要綱（制定予定） 

事業概要（できるだけ詳細に記述し、必要な場合には別紙として添付すること） 

１ 概要 

新型コロナウイルス感染症に感染した場合の重症化リスクが高い高齢者及び障がい者

（児）が利用する町内の施設又は事業所（小規模な居宅介護事業所、福祉作業所、整骨

院など）が実施する、ＰＣＲ検査等の費用を町が独自で助成するものです。 

   

２ 趣旨・目的 

  いわゆる第３波の感染拡大において、西多摩地域でも小規模介護施設等の従業員

等に感染事例が複数発生しています。２月１２日には東京都が３月末までに特別養

護老人ホーム等の従業員を対象に集中的にＰＣＲ検査を実施することを示しまし

た。 

  町では都の事業の対象外である高齢者及び障がい者（児）が利用する施設や事業

所等が、従業員等に実施したＰＣＲ検査等費用を独自に助成し、感染拡大対策の一

助とし、事業継続実施を支援するものです。 

 

３ 周知 

  町内の対象となる施設に個別にご案内するとともに町ホームページにも掲載する

予定です。 
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補助の必要性（できるだけ詳細に記述し、必要な場合には別紙として添付すること） 

緊急事態宣言発出後１か月以上を経過し、東京都の新規感染者数はやや減少傾向にあ

りますが、依然として高い水準で推移しています。このような状況下においても、重症

化のハイリスク者である高齢者及び障がい者（児）支援を実施する施設や事業所の職員

は、毎日感染防止対策を徹底し事業を継続しており、地域の福祉を支えています。 

しかし、都の事業の対象外である施設や事業所は、従業員数及び財政基盤が小規模で、

従業員の間で感染が拡大すれば、事業継続の危機に直結する可能性が高いにもかかわら

ず、事業所負担や自費でのＰＣＲ検査等の実施は困難と考えます。このような施設等を

対象に、町で独自にＰＣＲ検査等の費用を助成することで、従業員の方が安心して業務

に従事することが期待できます。 

また、申請事業所等には申請時に「基本的な施設等の感染防止対策」が取られている

か否かをチェック票で確認する予定ですので、改めて当該施設等の感染防止対策を見直

す機会になることも期待できます。 

補助金額 以下の基準額と実際に支払った費用を比較して低い金額を助成します 

 基準額 ① ＰＣＲ検査  １件あたり ２０，０００円 

     ② 抗原定量検査 １件あたり  ７，５００円 

     ※助成は従業員等１人に付き１回のみ可能とします。 

補助割合 

【財源】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時特付金又は 

     東京都新型コロナウイルス感染症緊急対策特別交付金を活用予定です。 

 

（参考）予備費を充当して実施予定ですが、最大で事業者数を５０カ所、 

受検者数を３８０人として必要経費として見込んでいます。 

実施期間 

 令和３年３月１日から３月１２日 申請受付 

３月２４日から     実績報告、交付決定及び助成開始 

３月３１日       事業終了 

その他 

準備スケジュール 

 令和３年２月中 予算措置、要綱制定後に各事業所等に周知等 

 


